
＝競 技 注 意 事 項＝  

1 .  本 競 技 会 は ２ ０ ２ ５ 年 度 (財 )日 本 陸 上 競 技 連 盟 競 技 規 則 な ら び に 、 本 大 会 申

し 合 わ せ 事 項 に よ り 実 施 す る 。  

2 .  競 技 役 員 ・ 出 場 す る 競 技 者 ・ 小 学 生 指 導 者 以 外 は 競 技 場 内 に 入 ら な い こ と 。  

3 .  本 競 技 場 内 で の 練 習 は 8 時 半 ま で 使 用 で き る 。 ウ ォ ー ム ア ッ プ は 、 運 動 広 場

ま た は 競 技 に 支 障 の な い 範 囲 で 競 技 場 内 の 使 用 を 認 め る （ 運 動 広 場 は 他 の 競

技 も 使 用 す る た め 、 譲 り 合 っ て 使 用 す る 事 。 小 学 生 指 導 者 の 競 技 場 内 立 入 は

8 時 半 ま で と す る ）。 た だ し 、 投 て き 種 目 は 、 危 険 防 止 の た め 本 競 技 場 に お い

て 競 技 開 始 前 3 0 分 間 、 投 て き 審 判 員 の 指 示 に よ り 実 施 す る 。  

4 .  招 集   

競 技 者 招 集 所 は 競 技 場 北 側 器 具 倉 庫 と す る 。   

招 集 時 間   

⑴ ト ラ ッ ク 種 目 は 競 技 開 始 3 0 分 前 に 開 始 し 2 0 分 前 に 終 了 と す る 。   

⑵ フ ィ ー ル ド 種 目 は 競 技 開 始 5 0 分 前 に 開 始 し 4 0 分 前 に 終 了 と す る 。   

⑶ 競 技 者 受 付 を 完 了 し た も の は 各 自 に お い て ス タ ー ト 地 点 、 及 び ﾋﾟｯ ﾄに 集 合

す る 。 た だ し 、 小 学 生 の 移 動 は チ ー ム ご と に 指 導 者 の 指 示 で 移 動 す る 。   

⑷ リ レ ー の オ ー ダ ー 用 紙 は 招 集 完 了 時 間 の 1 時 間 前 ま で に １ 部 を 競 技 者 係 に

提 出 す る こ と 。   

⑸ や む を 得 ず 欠 場 す る 場 合 に は 、 招 集 所 に 用 意 さ れ て い る 所 定 の 用 紙 に 記 入

し 、 競 技 者 係 に 提 出 す る 。  

5 .  ア ス リ ー ト ビ ブ ス （ ナ ン バ ー カ ー ド )は 2 0 2 5 年 度 の 登 録 ナ ン バ ー を 使 用 し 、

胸 背 部 に 規 定 の ア ス リ ー ト ビ ブ ス を 確 実 に つ け る こ と 。（ 走 高 跳 ・ 走 幅 跳 は 前

面 の み で も 可 ）  

6 .  年 令 で 区 分 さ れ た 競 技 種 目 は 、 そ の 範 囲 内 だ け で 他 は 認 め な い 。  

7 .  フ ィ ー ル ド 種 目 は 、 小 学 生 は 3 回 試 技 、 中 学 生 は 3 回 試 技 の 後 沼津市在住・在

勤・在学の選手を対象に Top8 を選出する。 な お 、 Top8 の試技は 2 回とする。 

8 .  1 0 0 m に つ い て は 、 逆 走 を 行 う こ と も あ る 。  

9 .  競技終了後、沼津市在住・在勤・在学の選手を対象に表彰式を行う。結果のアナウンス後、各種目

1～3 位入賞者は本部室前へ集合すること。また、MVP は、閉会式で発表し、MVP 賞を贈呈する（小

学生、中学生、高校生男女対象）。 

1 0 .  写 真 ・ ビ デ オ 撮 影 は 、 競 技 場 内 で は 絶 対 に 行 わ な い こ と 。 ま た 撮 影 は 、 ス マ

ー ト フ ォ ン ・ タ ブ レ ッ ト 端 末 の み 使 用 可 能 と す る 。 撮 影 禁 止 エ リ ア で は 、 ス

マ ー ト フ ォ ン ・ タ ブ レ ッ ト 端 末 も 撮 影 禁 止 と す る 。  

1 1 .  競 技 場 内 へ の ス マ ー ト フ ォ ン ・ タ ブ レ ッ ト 端 末 、 ミ ュ ー ジ ッ ク プ レ イ ヤ ー 、

外 部 と の 通 信 機 能 の あ る 腕 時 計 等 の 電 子 機 器 を 持 ち 込 ん で は い け な い 。  

1 2 .  競 技 場 内 本 部 前 は 役 員 以 外 通 行 し な い 。 ま た 玄 関 ロ ビ ー ・ 建 物 内 通 路 は 、 ス

パ イ ク シ ュ ー ズ を 脱 い で 通 行 す る こ と 。  

1 3 .  各 チ ー ム 責 任 者 は 進 行 に つ い て 十 分 留 意 し 、 選 手 の 出 場 に 万 全 を 期 す こ と 。  

1 4 .  競 技 中 の 事 故 に つ い て は 、 応 急 処 置 を す る が そ の 後 の 責 任 は 一 切 負 わ な い 。  

 
本 大 会 主 催 者 は 、 こ の 大 会 に 参 加 す る 総 て の 競 技 者 の 個 人 情 報 を 、 競 技 運 営 に

必 要 と す る 要 件 等 に 利 用 す る 。 ま た 競 技 者 は 、 大 会 プ ロ グ ラ ム ・ イ ン タ ー ネ ッ

ト 及 び 映 像（ 肖 像 権 ）に 、姓 名 ・ 年 齢（ 学 年 ）・ 所 属 及 び 大 会 成 績 が 、掲 載 ・ 転

載 に よ り 公 開 さ れ る こ と を 了 承 の 上 、 参 加 申 し 込 み を す る 。  


